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１．はじめに

沖縄県が戦前に公布・発令した布達，達，県令，条
例，規則，告示，諭達・諭示・諭告，訓令，内訓，庁
達，通牒，指令など（以下これらを総称して「令達・
令規」という。）に関する公式の記録簿冊の多くは沖
縄戦の戦火の中で焼失したり散逸したりしたため今日
ほとんど残存していないと言われている。令達・令規
を公布するために発行された「沖縄県公報」も断片的
に残存しているだけである（１）。そのため，沖縄県の戦
前期の令達・令規を研究する上では，令達・令規の公
布・発令後に編纂された令達集・令規集を参照するこ
とによって，公式の記録簿冊や「沖縄県公報」の欠缺
を補うことが必要となる。おそらく現在ではこれら令
達集・令規集に収録されているものによってしか確認
できない令達・令規が相当数存在するからである。こ
のような意味で，沖縄県の戦前期の令達集・令規集の
検討は，沖縄における近代法史の研究にとって重要な
基礎的作業であると思われる。
そこで，筆者は，これまでに，沖縄県知事官房文書

係編『沖縄県令達類纂（上下巻）』（印刷者田中千八，
印刷所田中活版所，明治３９年４月１０日発行）（以下「明
治３９年版『沖縄県令達類纂』」という。）と，その改訂
増補版である沖縄県知事官房文書係編『沖縄県令達類
纂（上下巻）』（印刷者大谷仁兵衛，印刷所帝国地方行
政学会出版部，明治４４年１１月１０日発行）（以下「明治
４４年版『沖縄県令達類纂』」という。）とについて，簡
単な解説を付したうえで，これらの令達集に収録され
ている沖縄県の明治期の令達を一覧表に整理して紹介
してきた（２）。沖縄県の戦前の令達・令規に関しては，
この明治３９年版『沖縄県令達類纂』および明治４４年版
『沖縄県令達類纂』のほかにも，いくつかの令達集・
令規集や令達・令規を収録した編纂物が存在してい
る（３）。本稿は，これらの令達集・令規集等のうち，那
覇市市民文化部歴史博物館が所蔵する横内家寄贈資料
中の『沖縄県町村諸規程』と題する印刷物（以下「本
書」と略称する場合がある。）とその収録令達につい
て紹介することを目的とする。

２．横内家寄贈資料と横内扶

那覇市市民文化部歴史博物館が所蔵する横内家寄贈
資料は，１９９３年９月に東京都在住の横内家から那覇市
に寄贈された資料である。
島尻克美氏によれば，横内家は「代々井伊家（彦根

藩主）に仕えた家柄」であり，「その第九世に当た」
る横内扶（よこうちたすく）は，「明治十六年内務省
に務め同十八年沖縄県庁へ配属され，大正二年まで二
十八年間沖縄県に滞在し」，その間に，「沖縄県令（知
事）――西村捨三・大迫貞清・福原実・丸岡莞爾・奈
良原繁・日比重明――六代の下で，庶務課を手始めに
衛生課，学務課，知事官房，土地整理事務局等を歴任
し」た人物である（４）。また，来間泰男氏によれば，横
内扶には，「１８９５年（明治２８）５月から翌年１１月まで，
島尻郡役所に勤務した」経歴もある（５）。そこで，試み
に当時の地方庁の職員録である『職員録（乙）』の「沖
縄県」の部に基づき，同書に沖縄県の知事官房（６）の配
属吏員が記載されるようになる明治２４年以後沖縄県属
横内扶が同書に最後に記載された明治４５年までの横内
扶の経歴を整理すると【表１】の通りである。これに
よれば，横内扶は，①明治２４年に知事官房書記に起用
されたこと，②翌年以降内務部本務，知事官房本務，
那覇・島尻・久米島役所への配属などを経て，明治３０
年に知事官房本務・内務部兼務に配属後は明治３７年ま
で知事官房と内務部のいずれか一方を本務，他方を兼
務としたこと，③明治３８年以降は知事官房本務であっ
たこと，がわかる。したがって横内扶は，本務と兼務
を合わせれば，沖縄県属としての２８年間の在職期間の
うち三分の二は知事官房の職務に関与していたことに
なる。
横内家寄贈資料は，この横内扶の旧蔵資料であり，

古文書類約２万５千点，美術工芸品約３千点からなる。
このうち古文書類（以下「横内家文書」という。）に
は，明治期の沖縄県政関係資料と彦根藩関係資料が含
まれている。

３．『沖縄県町村諸規程』の収録令達

横内家文書『沖縄県町村諸規程』には，勅令２件と
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沖縄県の令達５１件の合計５３件が収録されている。
まず，本書の本文の冒頭には，明治４０年３月１５日勅

令第４５号「沖縄県間切島並東京府伊豆七島及小笠原島
ニ於ケル名称及区域ノ変更等ニ関スル件」および明治
４０年３月１６日勅令第４６号「沖縄県及島嶼町村制」が掲
載されている。前者は，沖縄県に関していえば，①「沖
縄県ノ間切島ハ之ヲ村ト改メ」（１条），②「間切島内
ノ村又ハ島ハ字トシテ其ノ名称ヲ存ス」（２条）こと
とし，③そのうえで村の廃置分合，区域名称の変更，
村の町への移行については内務大臣の許可等所定の手
続を要することとした（３条）ものであり，明治４０年
１０月２１日内務省令第２４号により，明治４１年１月１日か
ら沖縄県に施行された。また後者は，「沖縄県及町村
制ヲ施行セサル島嶼ノ町村」（１条）に施行するため
の特別町村制であって，その町村吏員，町村会，町村
の財務，町村内一部の行政および町村組合，町村行政
の監督などについて定めたものであり，明治４０年１０月
２１日内務省令第２５号により，明治４１年４月１日から沖
縄県に施行された。
この２件の勅令に続いて本書に収録されている５１件

の沖縄県の令達は，上述の勅令第４５号および勅令第４６
号が沖縄県に施行されたことにともない制定されまた
は改正された，「沖縄県及島嶼町村制」下の沖縄県の
町村（７）に関する令達である。令達の内容は，町村の公
布式や処務規程の準則，町村会の議員定数や選挙，町
村吏員の組織・職務権限・服務規律・給与，町村税，
町村の財務や会計など多岐に渉っている。５１件の令達
の令達類型別収録件数は，県令１５件，告示３件，訓令
甲１７件，訓令乙１件，内訓２件，伺定１件，県伺１件，
沖縄県内務部長通牒９件，沖縄県内務部長回答１件，
彙報１件である。ただし，明治４１年４月８日訓令甲第
２０号「区町村基本財産監督規程」は重複して収録され

ている（８）ので，収録されている沖縄県の令達の実数は
５０件である。また，収録されている令達の時間的範囲
については，最も古いものは明治４１年３月３日公布・
発令であり（同日付の令達が５件ある。），最も新しい
ものは明治４１年８月２５日公布・発令である（同日付の
令達が２件ある。）。
【表２】に，本書収録の５１件の沖縄県の令達を本書

の収録順で一覧表に整理した（後述７参照）。

４．『沖縄県町村諸規程』とその作成時期

横内家文書『沖縄県町村諸規程』には緒言・凡例の
類や奥付がないため，これらによってその作成時期を
確認することはできない。
この点に関して，那覇市文化局歴史資料室（当時）

が１９９５年１月から２月に開催した横内家寄贈資料展の
展示図録である『横内家と近代沖縄――横内家寄贈資
料展――』（１９９５年）の２２頁の資料番号２―６０におい
ては，その資料名，作成年，頁数および法量について，
「『沖縄県町村諸規定〔ママ〕』 明治４０年 ２３６p

１６．５×１２．８」との記載がある。しかし，前述のように，
本書に収録されている最新の沖縄県の令達が明治４１年
８月２５日公布・発令の訓令甲第３２号「納税ニ関スル訓
令発布ノ件」（C３３）および地第１３６ノ８号内務部長通
牒「明治四十一年八月県訓令甲第三十二号ニ関スル件」
（C４８）であることから，本書の作成時期は早くても
明治４１年９月以降であったと推定される。
他方，本書に収録されている令達のうちで，筆者が

現時点において改正令達の公布年月日を確認できる最
も早いものは，明治４１年３月１２日県令第１９号「町村税
並夫役現品賦課徴収規程」（C１２）である。この県令
は，明治４３年３月１６日県令第５号によって全面改正さ
れている（９）。このことから，本書は遅くとも明治４３年

【表１】 『職員録（乙）』にみる横内扶の経歴（明治24年～明治45年）
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３月に県令第５号が公布される前に作成されたと推定
される。
なお，本書の本文の頁数について，上記の展示図録

では２３６頁としているが，本書にはノンブルの重複と
乱丁があり，１６３頁と１６４頁の２頁が重複しているの
で，本文の実質の分量は２３８頁である。ちなみに，本
書の巻頭には目次（６頁）が，また本書の巻末には正
誤表（１枚）が付されている。

５．『沖縄県町村諸規程』の作成者

横内家文書『沖縄県町村諸規程』にはその作成者（編
纂者ないし発行者に関する情報を以下では便宜的に
「作成者」という。）に関する表示がない。前述した
ように，本書には緒言・凡例の類や奥付もないため，
これらによってその作成者を確認することもできな
い。したがって，本書の作成者については，本書をめ
ぐるいわば状況証拠によって推定するほかない。
その際に考慮すべき事実としては，①本書の内容が

本文冒頭の勅令２件を除き沖縄県の公布・発令した令
達を収録したものであること，②本書が沖縄県属とし
て在職していた横内扶の旧蔵文書であること（ちなみ
に本書の表紙の右上隅には「横内」の丸印が押印され
ている。），③横内扶は本書の推定される作成時期を含
めて沖縄県知事官房と内務部に長年にわたり配属され
ていたこと，④本書の作成の背景からみて本書と一定
の関連性を持つと考えられる（６（１）で後述）明治
３９年版『沖縄県令達類纂』および明治４４年版『沖縄県
令達類纂』がともに沖縄県知事官房文書係が編纂した
ものであること，⑤編纂の意図や収録令達の内容のう
えで本書と類似性を持つと考えられる（６（２）で後
述）『沖縄県町村自治之栞 全』（大正４年発行）が内
務部地方課の沖縄県属大崎範一（１０）によって編纂された
ものであること，を挙げることができる。これらの事
実から，本書が沖縄県庁によって作成されたものであ
ると推定することは十分に可能であろう（１１）。

６．『沖縄県町村諸規程』作成の背景と
その資料的価値

（１）『沖縄県令達類纂』との関連性

明治３９年版『沖縄県令達類纂』およびその改訂増補
版である明治４４年版『沖縄県令達類纂』の編纂の目的
について，それぞれの「凡例」はともに「執務ノ資料
ニ供スルニ在リ」と述べている。そうして，明治３９年
版『沖縄県令達類纂』には，明治３０年３月３１日勅令第
５６号「沖縄県間切島吏員規程」（同規程第２６条により
明治３０年４月１日から施行された。）および明治３１年
１２月２２日勅令第３５２号「沖縄県間切島規程」（同規程第
２０条により明治３２年１月１日から施行された。）に基
づき制定された沖縄県の間切，島および間切・島内の
村に関する令達が収録された。しかし，これら間切，

島および間切・島内の村に関する令達は，明治４１年４
月１日に「沖縄県及島嶼町村制」が沖縄県に施行され
たことにともない廃止されるに至った。
ところで，横内家文書『沖縄県町村諸規程』の２０８

頁～２１３頁には，明治４１年５月２２日地第１１４号内務部長
通牒「廃滅シタル令達ニ関スル通牒ノ件」が収録され
ている。この通牒は「沖縄県及島嶼町村制ノ施行並規
定改正ノ為廃滅シタル令達別紙ノ通有之候条御部内町
村長ヘ御指示相成度此段及通牒候也／追テ別紙記載以
外ノ通牒ニシテ本制及新規程ニ抵触スルモノハ総テ消
滅シタル義ト御了知併セテ御示達相成度候也」（／は
改行。引用者による。）としたうえで，「廃滅シタル令
達」として合計３７件の沖縄県の令達を列挙している。
この３７件の令達を一覧表に整理すると【表３】の通り
である（後述８参照）。
このように，明治３９年版『沖縄県令達類纂』に収録

されていたところの明治３０年の「沖縄県間切島吏員規
程」および明治３１年の「沖縄県間切島規程」に基づき
制定された間切，島および間切・島内の村に関する沖
縄県の令達は，「沖縄県及島嶼町村制」の施行により
「廃滅シタル令達」となり，その結果沖縄県庁や町村
役場に勤務する吏員にとって執務の上で有用性を失う
ことになった。そこで，これに代わるものとして，執
務上利用するために，「沖縄県及島嶼町村制」に基づ
き新たに制定されたり改正されたりした沖縄県の町村
関係の令達を沖縄県庁が『沖縄県町村諸規程』と題し
て印刷し県庁内部や関係町村へ頒布したものであろう
と推定される（ちなみに本書の表紙の右上には「以印
刷換謄写」と表示されている。）。
そうして，『沖縄県町村諸規程』に収録された５０件

（重複分を除く。）の沖縄県の令達の過半（合計３３件。
『沖縄県町村諸規程』作成後に一部または全部改正さ
れた令達３件を含む。）は，その後，明治４４年版『沖
縄県令達類纂』の編纂にともない同書の中に収録され
ていくことになる。
他方で，明治４１年３月３１日県令第２６号「沖縄県公文

令」（C４９）のように明治４４年版『沖縄県令達類纂』
の発行（明治４４年１１月）までに廃止された令達（１２）や，
内訓（C４４，C４５），内務部長通牒（C３６，C３９乃至
C４３，C４７，C４８，C５１）など合計１７件の令達は同書
には収録されていない。

（２）『沖縄県町村自治之栞 全』との類似性

『沖縄県町村自治之栞 全』（小澤博愛堂，大正４
年５月２２日発行）は，前述のように，内務部地方課の
沖縄県属大崎範一によって編纂された，「沖縄県島嶼
町村制」下の沖縄県の町村に関する法令・令規集であ
る。同書は「大正四年二月十日現行ノ令規ヲ事類ニ随
ヒ輯録セルモノ」（同書「編纂例」第一項）であり，
全体を６章（総則，町村吏員，町村会，町村ノ財務，
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町村行政ノ監督，雑則）で構成している。同書は合計
６２件の法令・令規を収録しており，そのうち１２件は勅
令や内務省令などの国の法令であり，残りの５０件は沖
縄県の令達である（１３）。
ところで，『沖縄県町村自治之栞 全』の編纂の意

図について，編者大崎は，「此の書纂する所，沖縄県
町村自治に関する一切現行法規の収輯を期し，本県地
方制度の実務当局及其の研究者の資料たらしめむとす
るの微意に出づ」（同書「自序」）と述べている。横内
家文書『沖縄県町村諸規程』も，上述のように，沖縄
県庁や町村役場に勤務する吏員の執務資料として作成
されたものであると推定されるので，両者の編纂の意
図は「本県地方制度の実務当局」の執務資料に供する
という点では類似しているということができよう。
さらに，収録令達の内容から見てみると，横内家文

書『沖縄県町村諸規程』に収録されている沖縄県の令
達５０件（重複分を除く。）のうち，４１件の令達が『沖
縄県町村自治之栞 全』に収録されている。４１件のう
ち２８件は『沖縄県町村諸規程』所収の令達がそのまま
収録され，１３件は『沖縄県町村諸規程』の作成後に一
部改正または全部改正された令達が収録されている。
現時点では両書の関連性を示す客観的資料は得られて
いないが，収録令達の内容の類似性の点では，『沖縄
県町村自治之栞 全』が『沖縄県町村諸規程』の改訂
増補版であると言っても的外れではないと思われる。

（３）『沖縄県町村諸規程』の資料的価値

ところで，横内家文書『沖縄県町村諸規程』に収録
されている沖縄県の令達のうち，明治４４年版『沖縄県
令達類纂』にも『沖縄県町村自治之栞 全』にも収録
されていない令達は，C２５，C２９（ただし C２９による
改正を折り込んだ明治４１年県令第１６号は両書に収録さ
れている。），C３５，C４３，C４９，C５１の６件である。
また，明治４４年版『沖縄県令達類纂』にも『沖縄県町
村自治之栞 全』にも収録されているが，当該の収録
されている令達が『沖縄県町村諸規程』の作成後に一
部または全部改正された令達であるケースが，C１１，
C１２，C１７の３件ある。さらに C１８（後述のように厳
密には令達ではないが）については，明治４４年版『沖
縄県令達類纂』には収録されておらず，『沖縄県町村
自治之栞 全』に収録されているが，それが大正４年
１月末現在のデータに基づくものであるため，『沖縄
県町村諸規程』に収録されているものとは若干の変更
がみられる（１４）。これらの令達は，おそらく今日では『沖
縄県町村諸規程』でしか確認できないものであろうと
考えられるので，その点に本書の固有の資料的価値が
あるものと思われる。

７．【表２】について

後掲の【表２】は，横内家文書『沖縄県町村諸規程』

に収録されている５１件の沖縄県の令達を本書の収録順
で一覧表に整理したものである。本一覧表のうち，公
布（発令）年月，令達類型，令達番号，令達の名称・
件名，収録頁の部分については，本書の「目次」の記
載内容をベースにして，本文の内容と照合したうえで
必要な修正または補充を加えて作成した。公布（発令）
日の部分については，「目次」には記載されていない
ので，本文の記載に基づき補充した。また，既存の令
達を全面改正した令達（３件）については，そのこと
を明示するため，本文の表記に基づき，令達の名称の
末尾に「改正」との文言を補充した。収録頁は複数頁
にわたる場合でも，最初の頁のみを示した。さらに，
本書の巻末に添付されている正誤表に基づき該当の箇
所を訂正した。
本一覧表中，符号（C）と整理番号（１～５１）は，

筆者が作表の便宜と後日の引用の都合上付したもので
ある。また，本一覧表に掲載した５１件の令達のうち，
明治４４年版『沖縄県令達類纂』に収録されている令達
（重複分を含む３４件。）については，その収録頁なら
びに筆者が当該令達に付した符合（B）および整理番
号を本一覧表の備考欄に記載し，収録されている令達
が一部または全部改正されたものである場合にはその
最終改正令達を括弧の中に表示した。さらに，本一覧
表に掲載した５１件の令達のうち，『沖縄県町村自治之
栞 全』に収録されている令達（重複分を含む４２件。）
については，その収録頁を備考欄に記載し，収録され
ている令達が一部または全部改正されたものである場
合にはその最終改正令達を括弧の中に表示して参考に
供することにした。
なお，本一覧表中の C１８の彙報「町村ノ区域」は，

「沖縄県及島嶼町村制施行ノ際ニ於ケル本県町村ノ区
域」について沖縄県内５郡の構成町村名と字名を表示
したものであるが，令達類型や令達番号の記載がなく，
厳密にいえば令達ではないと考えられる。おそらく執
務上の参考に供するために本書に掲載されたものであ
ろう。本一覧表でも参考のためこの彙報をそのまま掲
載した。

８．【表３】について

後掲の【表３】は，横内家文書『沖縄県町村諸規程』
の２０８頁以下に収録されている明治４１年５月２２日地第
１１４号内務部長通牒「廃滅シタル令達ニ関スル通牒ノ
件」が，「別紙」に「沖縄県及島嶼町村制ノ施行並規
定改正ノ為廃滅シタル令達」として列挙している３７件
の沖縄県の令達をその掲載順で一覧表に整理したもの
である。本一覧表のうち，公布（発令）年月日，令達
類型，令達番号，令達の名称・件名の部分については，
同通牒の「別紙」の記載内容に基づき作成した。公布
（発令）月日の表示されていない令達については月日
の部分は空白のままとした。本一覧表のうち掲載頁の
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部分は，上記３７件の令達の名称・件名が掲載されてい
る『沖縄県町村諸規程』の頁である。
本一覧表中，符号（C）と整理番号（廃１～廃止３７）

は，筆者が作表の便宜と後日の引用の都合上付したも
のである。また，本一覧表に掲載した３７件の令達のう
ち，明治３９年版『沖縄県令達類纂』に収録されている
令達（２９件）については，その収録頁ならびに筆者が
当該令達に付した符合（A）および整理番号を本一覧
表の備考欄に記載して，参考に供することにした。さ
らに，本一覧表で公布（発令）月日が空白となってい
る令達のうち明治３９年版『沖縄県令達類纂』に収録さ
れている令達（４件）については，参考までに同書の
データに基づき備考欄に公布（発令）月日を記載した。

９．おわりに

以上本稿では，那覇市市民文化部歴史博物館が所蔵
する横内家文書『沖縄県町村諸規程』とその収録令達
について紹介してきた。同書に収録されている令達は
「沖縄県及島嶼町村制」のいかなる規定や制度を反映
したものであるのか，それは「沖縄県及島嶼町村制」
の施行により「廃滅シタル令達」となった明治３９年版
『沖縄県令達類纂』収録の間切，島および間切・島内
の村に関する沖縄県の令達とどのような点で変化があ
るのかなど，令達の個々の内容に関する考察について
は他日を期することにしたい。

注

� 「沖縄県公報」の所蔵・残存状況については，玉木園子「戦

前の沖縄県公報の残存状況について」（『史料編集室紀要』２８

号，２００３年）４９―５８頁が詳しく紹介している。

� 拙稿「〈資料〉明治３９年版『沖縄県令達類纂』（上下巻）所

収令達一覧」（『社会科学論集』４４号，２００６年）２４３―２７５頁，

同「〈資料〉明治４４年版『沖縄県令達類纂（上下巻）』所収令

達一覧」（『社会科学論集』４５号，２００７年）２４３―２７７頁。また，

『沖縄県令達類纂』の明治３９年版および明治４４年版のそれぞ

れについて，同書の掲載順による令達一覧表（補注付）およ

び公布年月日順による令達一覧表を掲載した資料集である拙

編『『沖縄県令類纂（上下巻）』所収令達一覧 合冊版』（２００５

年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（A）「沖縄近

代法の形成と展開――沖縄の特殊性と普遍性――」研究成果

報告書別冊・資料集２，２００６年）を参照。さらに，明治３９年

版『沖縄県令達類纂』の編纂以前に廃止されまたは取消され

た令達に関しては，拙稿「〈資料〉明治３９年版『沖縄県令達

類纂下巻』巻末「附録」掲載廃止・取消令達一覧」（『社会科

学論集』４５号，２００７年）２２７―２４１頁を参照。

� 管見の限りでは，本稿で取り上げた『沖縄県町村諸規程』

（明治４１年９月以後発行と推定） のほかに，『学事規定全書』

（明治２７年），『沖縄県師範学校一覧』（明治３４年），『沖縄県

会計法規』（大正３年），『沖縄県町村自治之栞 全』（大正４

年），『現行沖縄県令規全集』（昭和４年再版，加除式），『沖

縄県警察法規類典 全』（昭和１０年，加除式），『沖縄県青年

学校法令集 全』（昭和１４年，加除式）がある。なお，琉球

政府編『沖縄県史第１１巻資料編１上杉県令関係日誌』（１９６５

年，琉球政府）９３―７１６頁所収の「沖縄県日誌」には，明治１３

年５月～１０月，１４年５月～１２月，１５年１月～１２月，１６年１月

～６月の沖縄県の令達に関する記事が多数存在する。

� 伊礼孝・島尻克美「貴重な横内家資料，那覇市に寄贈され

る」（『那覇市史だより』４３号，１９９４年）２頁〔島尻克美執筆〕。

ただし，「〔臨時沖縄県〕土地整理事務局」は，明治３１年７月

１５日勅令第１４４号「臨時沖縄県土地整理事務局官制」に基づ

き設置された，「大蔵大臣ノ管理ニ属」する国の組織であっ

て，地方庁である沖縄県の組織ではない。

� 来間泰男「明治期の沖縄県政と横内扶」（『横内家資料展―

明治期の沖縄県政と島尻郡―展示資料目録』，那覇市市民文

化部歴史資料室，２００３年）所収。

� 朝倉治彦編『明治官制辞典』（東京堂出版，１９６９年）６９頁―

７０頁は，沖縄県知事官房は明治２３年に設置され，翌２４年に知

事官房に職務掛・往復掛の二掛が置かれ，明治３０年に秘書

係・往復係の二係に改正され，明治３５年に往復係が文書係と

改称されたと記述している。また，濱川恵枝「旧沖縄県の統

治組織・職制について」（『沖縄県公文書館研究紀要』６号，

２００４年）１３８頁は，「明治２３年１０月１０日『地方官官制』の改正

により，各府県庁に内務部，警察部，直税部〔ママ〕，関〔マ

マ〕税署，監獄署が設置された。また知事直属の組織である

知事官房も設けられた」と記述している。ところで，横内家

文書中には，「明治十九年七月十二日勅令第五十四号地方官

官制ニ依リ……制定」された明治１９年９月７日沖縄県令丙第

１号「沖縄県庁則」が存在する。この「沖縄県庁則」の第１

条は，「庁中ヘ知事官房ヲ置ク」と定めており，沖縄県にお

ける知事官房の設置は明治２３年よりも前であった可能性があ

る。もっとも，明治２３年１０月１１日公布勅令第２２５号「地方官

官制」には知事官房についての定め（第１９条，第２０条）があ

るのに対して，明治１９年勅令第５４号「地方官官制」には知事

官房に関する定めは一切存在しないことも事実である。明治

１９年県令丙第１号第１条と沖縄県における知事官房の設置時

期との関係についての検討は今後の課題としたい。

� ちなみに，「沖縄県及島嶼町村制」が沖縄県に施行された

時点で沖縄県内において町制を施行していたのは糸満町のみ

である。すなわち，明治４１年２月２８日県令第２２号（後述【表

２】の C１６）により，兼城村からの分割により糸満町が成立

した。

� 該当するのは後述【表２】の C２４と C５０である。もっとも，

厳密に言えば，C２４と C５０とでは，同規程の別紙様式である

「基本財産（異動）表」の項目に食い違いがあり，完全に同

一のものではない。

	 明治４４年版『沖縄県令達類纂』上巻第二類４０３頁（B１２７）

参照。


 明治４５年から大正５年までの各年次の『官員録（乙）』の

「沖縄県」の部によれば，大崎範一は沖縄県属として内務部

に配属されている。



青 嶋 敏

１３６― ―

� より具体的には，知事官房文書係または内務部地方課に

よって作成された可能性があるが，現時点では客観的資料が

ないため確言できない。

� 明治４１年県令第２６号「沖縄県公文令」は，明治４４年３月３０

日県令第１５号「沖縄県公文公布方法」の附則第１項によって

廃止された（明治４４年版『沖縄県令達類纂』上巻第一類４頁

〔B５〕参照。）。

� 『沖縄県町村自治之栞 全』とその収録令達については，

別の機会に詳しく検討することにしたい。

� たとえば，宮古郡に多良間村が新設され，八重山郡八重山

村が石垣村など４カ村に分村している。

〔付記〕

本稿は，２００５～２００７年度日本学術振興会科学研究費
補助金基盤研究（A）「沖縄近代法の形成と展開――
沖縄の特殊性と普遍性――」（研究課題番号１７２０３００３，
研究代表者沖縄大学教授田里修）による研究成果の一
部である。

（平成１９年９月１８日受理）
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【表３】 明治４１年地第１１４号内務部長通牒「廃滅シタル令達ニ関スル通牒ノ件」による「廃滅シタル令達」一覧表
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